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　ＮＰＯ集改センターでは 11 月１日（日）、大阪市立住まい情報センター３階ホールで、「マンションの修繕

か建替えかを考える」をテーマに、第６回新時代のマンションセミナーを開催します。将来やってくる分岐

点はどこにあるのか。旧耐震と高齢化マンションの実例を紹介し、そこから見えてきた問題点を考えます。

併せて、昨年一部改正された「マンションの建替えの円滑化等 に関する法律」の影響と問題点を解説します。

あわせて相談コーナーも開設し、マンションに関するさまざまな相談にお応えします。入場は無料です。ど

なたでもお気軽にご参加ください。

　平成 26 年 12 月に「マンションの建替えの円滑
化等に関する法律」の一部を改正する法律が施行
され、建替えまでのプロセスが以前よりスムーズ
になりました。しかし、すべてのマンションが建
替えを選択できるとは限りません。
　高齢化が進んでいるマンション２物件（築 40 年・
築 37 年）の「修繕案」と「建替え案」の長期修繕
計画の実例を紹介し、様々な問題点を提起します。
　また、「相談コーナー」では、集改センターの専
門家がマンションの修繕や管理、その他お悩みに
ついてのご相談に無料でお応えします。

■日時　2015 年 11 月 1 日（日）13 時 30 分～ 16 時
■会場　大阪市立住まい情報センター３階ホール
　　　　大阪市北区天神橋６丁目４－ 20

（地下鉄「天神橋筋六丁目」駅下車 ３号出口より連絡）
■お申し込み・問合せ先
ＮＰＯ法人集合住宅改善センター

（電話 06-6943-8383）
ホームページからもお申し込みいただけます。
http://www.shukai.or.jp/

マンションの修繕か建替えかを考える
11月１日、マンションセミナー＆相談会を開催します

昨年のマンションセミナー風景

3階ホール

会場の地図
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　６月の集改塾では、塗料メーカーの技術者を講
師に招き、「塗装現場における不具合事例」につい
て説明していただきました。
　塗膜のトラブルには、はく離、ちぢみ、ふくれ、
白化などがあり、その原因はさまざまです。
　冬季の施工では、結露水の影響で塗膜のはく離
やちぢみが起こることがあります。寒い時期は、
旧塗膜の表面に目に見えないほどの結露が発生す
ることがあり、こうした面に塗装すると塗料が付
着しません。その対策としては、塗装前に養生テー
プなどで確認し、湿度が高い時は塗装を避けたり、
風通しを良くすることが必要です。
　　　　　　　　　　　◇
　旧塗膜が原因でちぢみが起こるケースもありま
す。
　旧塗膜がなんらかの原因で成膜できていなかっ
た場合（硬化不足）や、水分・油分などの影響で
付着しにくい状態になっているところに溶剤形の
塗料を塗ると、旧塗膜がシンナーに溶け、ちぢみ
が発生することがあります。対策としては、事前
にシンナーによる溶解テストやテープテストを実
施することです。
　　　　　　　　　　　◇
　内部の旧塗膜（ＳＯＰ＝合成樹脂調合ペイント）
ではく離が起こることもあります。
　内部のＳＯＰ塗膜は外部と異なり塗膜が劣化し
ておらず、表面が非常にち密なため、付着性が悪く
なることが考えられます。その対策としては、研

塾長からのワンポイントアドバイス

第 14回集改塾（６月３日、大阪建築会館会議室）
塗装の不具合はなぜ起こるか

　集改センターでは、大規模修繕工事にたずさわ

る若手技術者のスキルアップのため、毎月１回「集

改塾」を開いています。松山代表理事が塾長とな

り、毎回さまざまなテーマを取り上げ、塾生とと

もに問題解決を考えます。いま改修工事の現場で

はどのような課題に直面しているのか…集改塾の

取り組みをレポートしました。

磨紙ずりを入念に行ってから塗装することが必要
です。
　　　　　　　　　◇
　冬季、乾燥が不十分な状態で降雨があると、塗
膜の内部に水分が入り、ふくれが発生することが
あります。
　対策としては、降雨が予想される場合は塗装を
避け、冬季で工期にゆとりがない場合は溶剤系の
使用も検討します。
　　　　　　　　　◇
　塗り替え塗装を重ねると、塗膜厚が厚くなり（積
層塗膜）、また塗膜が経年で劣化して内部から盛り
上がり、ふくれ、われ、はく離に至るケースがあ
ります。
　対策としては、数回塗り替えが行われている場
合や、積層塗膜が厚くてすでに部分的なはがれが
生じている場合は、全面はく離を実施します。

　会社が大規模修繕工事を受注してから工事が始

まるまで、数か月はあります。この時間を有効に

活用することが大切です。管理組合に頼んでテス

ト施工することもできるはずです。そこで不具合

があればメーカーに相談することもできます。全

部の作業を工期内にしようとするから無理が生じ

ます。工事前に事前に準備しておくと、クレーム

の発生率や作業効率は全然違います。

その１「塗装現場における不具合事例」

「集改塾」レポート
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　外壁タイルの補修は、現場監督にとって大変難
しい工事の１つです。
　タイルの浮きは目視ではほとんど分かりません。
足場を組んで打診棒でタイル面を叩いてみると、築
年数の浅いマンションでも想定した数量以上に浮
きが発生していることがあります。
　こうしたケースでは、新築時の外壁タイルの施工
になんらかの問題があったと考えられます。外壁
タイルの落下は大変危険で、補修工事についても、
作業員まかせではなく、十分な配慮が求められま
す。
　例えば、作業の途中で応援が入り、メンバーが変
わると、往々にして問題が起こります。また、作
業の「慣れ」から集中力を欠くと、施工の不具合
の原因になります。さらに夏場など、劣悪な環境
下で作業を行うと職人の技量を十分発揮すること
はできません。
　現場監督は常々こうしたことにも注意しておか
なければなりません。どの現場でも必ず施工要領
書を作り、現場に合った形に見直し、施工中・施
工後の確認を行う必要があります。

外壁タイルの浮きは目視では分かりにくいから厄介

その２「外壁タイルの補修と施工管理」

「集改塾」レポート

第 16回集改塾（8月 5日、大阪建築会館会議室）

　震災と津波で壊滅状態となった福島県女川町が、

住民による復興計画第一号を完成させたそうです。

他では住民による復興計画は遅々として進まない

ところが多いと報道されています。

　なぜ、女川町が出来たのか？「還暦以上は口出

すな！」と、若者中心で復興計画を進めた結果と

言われています。 若者が還暦以上を排除したので

はありません。還暦以上の方々が、若者に将来を

ゆだねて、進めたのです。（若者が戻ってこないと

町の再興はありえない！）

　管理組合の運営で、最近感じることがあります。

今、マンションでは高度成長期に活躍してきた団

塊世代以上の高齢者がお元気です。元気のあまり、

総会で理事会を批判する、自己主張や持論を声高

に発言する。専門委員会に参加して自己主張を押

し通す。

　若い世代が、このような場面を見て、どう感じ

るでしょうか。管理組合の役員にはなりたくない！

と考え、“仕事が忙しい”などと理由をつけて、管

理組合の活動に係わりたくないとの思いから無関

心派を装います。

　高齢者の方にお願いしたい！ 豊富な人生経験と

知識を管理組合活動に役立ててください。 しかし

他の意見にも耳を傾け、取り入れる姿勢をお持ち

ください。 特に、若手の組合員の参加意欲を引き

出してください。 マンションの将来の繁栄は、こ

れから長く生活する若手の意見が反映されるべき

と考える今日この頃です。（枝）

マンション管理士の独り言
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入会のご案内
■正会員

　マンション購入を考えている方、マンション管理組合

役員あるいは区分所有者、マンション管理士などマン

ション関連資格所有者などの個人が対象です。広報紙

『集改ニュース』をお届けし、お得なマンション情報

やセミナー等をご案内します。

 ・入会金 6000 円　会費 1500 円 / 月

■顧問契約会員

　マンション管理組合が対象です。マンション管理士や

建築士等の専門家が顧問に就任し、管理組合をサポー

トします。『集改ニュース』を全戸分送付、セミナー等

にご優待、その他オプションで広報チラシ作成、HP 作

成等議事録テープ起こし等のご相談もお受けします。

 ・入会金、会費等はマンションの戸数によって異なります。

本部事務局（06-6943-8383）へお問い合わせください。

NPO 法人集合住宅改善センター（略称・集改セン
ター）は、建物の大規模修繕・改修工事などのハー
ド面、及び日頃の管理組合運営に関するソフト面の
両面から、マンションにお住まいの方々を支援する
専門家の集団です。

■代表理事　松山　功（一級建築士）

■会員
　一級建築士・マンション管理士・弁護士など 75 名

■ＮＰＯ法人認証
　平成 15年 1月 31日（認証番号 府活第 2-290 号）

■一級建築士事務所登録の年月日
　平成 18 年 12 月 1 日
一級建築士事務所番号 大阪府知事登録 ロ - 第 22027 号

集改センターの概要 ***** ***** **********

　コンクリートのひび割れには様々な原因があります。
①材料と調合、②施工不良、③構造（荷重）、④環境
条件―などが主なひび割れの原因となります。
　ひび割れの診断と補修は「コンクリートかぶり厚・
塩化物量、中性化、鉄筋」と「ひび割れ幅・長さ」や「進
行性」の調査を行い、補修要否の判定及び補修の目的
と意味を明確にします。補修方法は「エポキシ樹脂注
入工法」など、ひび割れの程度に応じて適正に実施す
る必要があります。

　ひび割れ対策は、耐震性能を保持する上でも大切
です。詳細な調査・診断に基づいて、適正な補強・補
修を行えば、構造性能に関わるリスクは、大幅に低減
できると考えられます。

スキルアップセミナーの予定
月日 部門 講師 / 進行 内　　容

No.132

１０/ ７

管理

運営

九鬼 正光 

弁護士

「九鬼弁護士のブログから / ここが聞きたい」

マンションに関する法律、管理組合の運営、瑕疵問題・・・・マンション管理では様々

な問題が起こっています。法律のみならず管理組合の運営にも携わっておられる九鬼

弁護士を囲んで全員参加型の会議を行います。

No.133

１１/ ４

設計

監理

中野 友也

電気技術士

「改修工事における電気設備のリニューアル提案と危険回避」

高齢化マンションの電気設備の提案・新規入居を考えたマンション改修・設備導入に

あたり事前対応。 事前に各作業工程における予測・改修現場での電気設備の危険個所・

電気設備との賢い付き合い方。

No.134

１２/ ２

管理

運営

枝 俊男

ﾏﾝｼｮﾝ管理士

「防災マニュアルの作成」

巨大地震の予告等で、ﾏﾝｼｮﾝ防災に関する意識が高まっております。関係省庁、市町村

も防災組織作りや防災ﾏﾝｼｮﾝ認定制度導入。防災活動の核となる「マンション防災マニュ

アル」を考え、作成方法を検証します。

No.135

２/ ３

管理

運営

木村 長敏

ﾏﾝｼｮﾝ管理士

「マンション標準管理規約の改正点とその問題点」

平成 25 年８月末（予定）に国交省から発表された標準管理規約の主な改正点の概略と

その問題点について解説及び問題提起について皆様と一緒に探ってみたいと思います。

No.137

３/ ２

設計

監理

松山 功

一級建築士

「マンション再生＆長寿命化」

マンションにおける二つ（物・者）の老いについて、みなさんと考えてみたいと思います。

第 131 回スキルアップセミナーより

「ひび割れの原因と耐震性能について」
新保 勝浩（構造設計一級建築士）


